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日本
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・運転者から事業者へ申告（相談）

・希望者との面談等、
制度の利用について検討

・家庭の事情で転居

・今の会社へ通勤不可能

・離職せざるを得ない

バス運転者
（制度利用希望者）

・送出し事業者との

交渉・調整を行うか否かの検討

（７日以内に日本バス協会へ回答）

終了
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知

交渉・調整
を行う場合

交渉
・
調整

・ 希望者へ伝え、他の転勤先事
業者を対象に、再度、制度を
利用するかどうか、希望者と調
整する。
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供

受入れ可否について検討

日本
バス
協会

受
入
れ
可
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の
回
答

結
果
報
告

・制度を利用する場合

通
知

・ 希望者へ、転居先の
事業者への転勤が可
能である旨を伝える。

・ 希望者へ伝え、さらに他の転勤先
事業者を対象に、再度、制度を利
用するかどうか希望者と調整する。

制度利用申請書
の提出

制度利用申請が
あった旨の通知
(申請書の送付)

交渉･調整を行
うか否かの回答

｢可｣の場合｢否｣の場合
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面談実施・
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